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説明
神奈川県教育委員会では、県内の県立特別支援学校に在籍する児童・生徒等のうち、医療的ケアを必要とするため、スクールバスに乗車して通学することが難しい児童・生徒等の通学支援について検討しています。また、実施に向けては、県内の様々な関係機関との連携が必要だと考えています。
現在、医療的ケアを必要とする児童・生徒等の登下校におけるスクールバスの利用については、車内で医療的ケアを必要とせず、安全に過ごせると認められた場合に限り、乗車を許可しています。走行中に医療的ケアが必要、または必要となる可能性がある児童・生徒等に対しては、走行中の医療的ケア実施に伴う危険性や管理者（看護師や保護者）の不在、定時運行確保の必要があることから、保護者による送迎を依頼しています。
通学支援の想定の１つとして、登校時、児童・生徒等が福祉車両に看護師とともに乗車し、看護師の管理の中で学校へ通学する仕組みを検討していますが、専用車両の確保について課題があります。また、朝の限られた時間のみ、勤務を希望する看護師が少ないことも考えられ、雇用についての課題もあります。
そのため、医療的ケア児に携わる障害児通所支援事業所等と連携を図ることで、課題の解決につなげることができないかと考えております。
今後の通学支援を検討するための材料とするため、以下の質問への回答にご協力ください。

１　貴事業所の保有している車両についてお聞きします。
（１）　車いすを使用した児童・生徒等が乗車できる福祉車両を保有していますか。
　　
　☐保有している　☐ 保有していない　

（２）　「保有している」と回答した事業所に伺います。
　　　児童・生徒等の登校にあたり、福祉車両が病院や訪問看護ステーション、事業所等で看護師を乗車させ、児童・生徒宅を経由して学校まで送迎するといった仕組みを考えた場合、事業所の運転手による福祉車両の運行は可能でしょうか。
※朝の７：００～９：００の１~２時間程度の業務になります。
	
　　☐ 考えられる　☐ 条件により考えられる　☐ わからない　☐ 不可
（３）「条件により考えられる」とした場合、どのような条件が必要と考えるか、お答えください。
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２　貴事業所の看護師について伺います。
（１）　貴事業所において、看護師を雇用していますか。
　　
　☐ 雇用している　☐ 雇用していない　

（２）　「雇用している」と回答した事業所に伺います。
　　 児童・生徒等の登校にあたり、雇用している看護師が、朝の時間（７：００～９：００の１～２時間程度）に福祉車両に同乗し、見守り及び必要に応じた医療的ケアを実施することは考えられるでしょうか。

　☐ 考えられる　☐ 条件により考えられる　☐ わからない　☐ 不可（３）「条件により考えられる」とした場合、どのような条件が必要と考えるか、お答えください。





（７）その他　何かご意見等がございましたらお願いします。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありがとうございました。

※　令和３年10月29日（金）までに、メールでご返信くださるようお願いします。
	送信先
	神奈川県教育委員会教育局支援部
特別支援教育課　教育指導グループ　若尾　宛

	電子メール
	wakao.8f48@pref.kanagawa.lg.jp
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